
特
集
・
横
浜
市
財
政
と
行
政
⑤

は
じ
め
に

現
行
制
度
に
お
け
る
市
税
の
概
要

市
税
収
入
の
推
移

税
収
構
造
の
特
色

市
民
か
ら
徴
収
さ
れ
る
国
税
・
県
税
か
ら
み
る

構
造

今
後
の
施
策
を
め
ぐ
っ
て

お
わ
り
に

な
成
果
を
収
め
て
い
る
。
横
浜
市
が
実
施
し
た

当
時
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
超
過
課
税
は
、
現

在
全
国
六
五
二
市
の
う
ち
八
四
％
余
の
市
で
実

施
さ
れ
て
お
り
。
既
に
制
度
と
し
て
定
着
し
て

い
る
。

　
こ
の
超
過
課
税
や
法
定
外
普
通
税
に
つ
い

て
、
臨
時
行
政
調
査
会
で
は
。
地
方
自
治
体
の

財
源
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
選

択
」
と
「
負
担
」
の
観
点
か
ら
、
地
方
自
治
体

の
判
断
に
よ
っ
て
必
要
に
応
じ
実
施
す
べ
き
で

あ
る
旨
答
申
（
「
行
政
改
革
に
関
す
る
第
三
次

答
申
」
（
昭
和
五
十
七
年
七
月
）
）
し
て
い
る

が
、
現
在
、
市
町
村
の
税
収
の
ウ
ェ
イ
ト
の
最

も
高
い
個
人
市
町
村
民
税
所
得
割
に
つ
い
て
超

過
課
税
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村
は
皆
無
で
あ

り
、
ま
た
既
に
国
税
・
地
方
税
を
通
じ
て
六
〇

横
浜
市
の
税
収
構
造

尾
沢
詳
憲

一

は
じ
め
に

　
地
方
自
治
体
の
歳
入
中
に
占
め
る
税
収
入
の

割
合
が
わ
ず
か
三
割
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、

よ
く
三
割
自
治
と
い
わ
れ
る
が
、
横
浜
市
の
市

税
収
入
に
つ
い
て
昭
和
五
十
七
年
度
の
実
績
を

み
る
と
一
般
会
計
中
五
二
・
九
％
を
占
め
て
お

り
、
そ
の
割
合
は
指
定
都
市
の
な
か
で
最
も
高

。
い

　
こ
の
よ
う
な
地
位
の
高
い
市
税
に
つ
い
て
、

そ
の
税
収
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
も
、
都
市
構

造
を
知
る
上
で
有
益
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
特
に
、
種
々
の
施
策
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ

て
、
税
収
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
こ
と

も
現
在
の
よ
う
に
厳
し
い
財
政
状
況
の
な
か
で

行
政
の
効
率
性
を
勘
案
す
る
と
。
重
要
な
も
う

一
つ
の
視
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

　
そ
こ
で
、
横
浜
市
の
税
収
構
造
に
つ
い
て
、

他
都
市
と
比
較
し
な
が
ら
、
都
市
構
造
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
施
策
と
の
係
わ

り
合
い
に
つ
い
て
も
述
べ
て
み
た
い
。

現
行
制
度
に
お
け
る
市
税
の

概
要

　
市
税
は
も
と
よ
り
地
方
税
法
を
基
礎
と
し

て
、
市
税
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
課
税

す
る
も
の
で
あ
る
。
地
方
税
法
は
市
町
村
が
課

す
べ
き
税
目
そ
の
他
賦
課
徴
収
に
必
要
な
手
続

等
が
細
部
に
わ
た
り
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、

市
町
村
の
課
税
自
主
権
と
い
う
観
点
か
ら
種
々

議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
行
制
度
の
下

に
お
い
て
、
市
町
村
の
裁
量
の
働
く
余
地
は
極

め
て
少
な
く
、
現
実
に
は
税
率
採
用
に
お
け
る

標
準
税
率
か
ら
制
限
税
率
ま
で
の
裁
量
、
い
わ

ゆ
る
超
過
課
税
採
用
の
裁
量
及
び
法
定
外
普
通

税
の
創
設
の
二
つ
に
過
ぎ
な
い
。

　
そ
こ
で
、
横
浜
市
で
は
税
収
対
策
の
一
環
と

し
て
、
昭
和
三
十
九
年
七
月
か
ら
法
定
外
普
通

税
の
商
品
切
手
発
行
税
を
創
設
し
、
身
障
者
に

係
る
奨
学
金
に
充
当
し
、
今
日
に
至
っ
て
い

る
。
ま
た
、
超
過
課
税
に
つ
い
て
は
、
法
人
市

民
税
の
法
人
税
割
に
つ
い
て
昭
和
四
十
九
年
九

月
か
ら
全
国
で
初
め
て
不
均
一
超
過
課
税
を
実

施
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
増
収
額
は

小
・
中
学
校
の
木
造
・
老
朽
鉄
筋
校
舎
の
改
築

費
用
に
充
当
し
、
昭
和
五
十
七
年
度
ま
で
に
一

二
七
校
、
一
、
九
九
九
教
室
を
改
築
し
、
大
き

二
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税
目
余
に
及
ぶ
現
行
租
税
体
系
の
な
か
に
あ
っ

て
、
十
分
な
税
収
を
期
待
し
得
る
有
効
な
法
定

外
普
通
税
を
創
設
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
状
況

で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
事
実
上
、
理

念
と
し
て
の
領
域
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い

か
。

表―1　昭和57年度の税目別の伸び（30年度:100）

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
本
稿
で
触
れ
る
こ
と

は
、
本
論
か
ら
や
や
外
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

臨
調
答
申
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
現
行

制
度
を
前
提
と
す
る
限
り
、
実
務
の
立
場
か

ら
、
考
え
を
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う

か
ら
で
あ
り
、
た
と
え
ば
個
人
市
民
税
所
得
割

の
超
過
課
税
に
つ
い
て
は
、
と
か
く
隣
接
市
町

村
を
比
較
す
る
日
本
的
政
治
・
社
会
風
土
の
な

か
で
（
現
在
で
さ
え
税
に
つ
い
て
の
苦
情
の
う

地
方
へ
交
付
さ
れ
る
結
果
、
実
質
で
は
国
一
に

対
し
て
地
方
三
の
割
合
で
財
源
が
地
方
の
方
に

多
く
帰
属
さ
れ
て
い
る
実
態
と
、
行
政
の
効
率

性
の
観
点
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
実
際
に
行
っ
て

い
る
仕
事
に
見
合
っ
た
配
分
を
行
う
べ
き
で
あ

る
。

・
市
税
収
入
の
推
移

ち
横
浜
市
は
他
都
市
に
比
べ
市
民
税
が
高
い
と

い
う
声
が
最
も
多
い
）
、
こ
れ
を
期
待
す
る
の

は
不
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
、
超
過
課
税
、
法

定
外
普
通
税
に
つ
い
て
制
度
的
に
弾
力
的
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
採
用
す

る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

　
国
の
現
下
の
厳
し
い
財
政
状
況
の
な
か
で
、

単
に
、
地
方
の
財
源
対
策
と
い
う
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、
現
行
の
租
税
配
分
の
実
態
、
す
な
わ

ち
形
式
的
配
分
は
国
二
に
対
し
地
方
一
で
あ
る

が
、
地
方
交
付
税
、
国
庫
支
出
金
等
が
国
か
ら

　
市
民
税
、
固
定
資
産
税
を
中
心
と
し
安
定
性

は
あ
る
が
伸
長
性
に
乏
し
い
と
い
わ
れ
る
現
行

市
町
村
税
制
の
下
に
お
い
て
、
横
浜
市
は
昭
和

三
十
年
代
以
降
の
日
本
経
済
の
高
度
成
長
を
背

景
と
し
て
、
特
に
東
京
に
隣
接
し
、
か
つ
、
良

の
推
移
で
あ
り
、
同
様
に
昭
和
三
十
年
度
を
一

〇
〇
と
す
る
と
、
横
浜
市
の
指
数
が
二
、
七
九

二
に
対
し
、
名
古
屋
市
二
、
九
一
七
、
大
阪
市

三
、
〇
八
五
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら

の
都
市
に
比
べ
、
横
浜
市
の
人
口
の
伸
率
が
大

き
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
財
政
需
要

の
増
大
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
も
な
り
、
税
収

の
伸
び
だ
け
で
財
政
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

　
次
に
、
税
収
入
の
中
味
で
あ
る
税
収
構
造
を

見
て
み
よ
う
。

四

好
な
後
背
地
な
ど
の
立
地
条
件
に
よ
っ
て
人
口

が
集
積
し
、
市
税
収
入
に
つ
い
て
も
こ
れ
ら
の

状
況
が
税
収
に
反
映
さ
れ
、
安
定
し
た
伸
び
で

推
移
し
て
き
た
。

　
現
行
制
度
が
定
着
し
た
昭
和
三
十
年
度
を
一

〇
〇
と
し
た
場
合
の
市
税
収
入
の
伸
び
を
み
る

と
、
五
十
七
年
度
で
六
、
九
五
三
の
指
数
と
な

っ
て
お
り
、
こ
の
二
十
七
年
度
間
の
平
均
伸
率

は
一
七
％
で
、
第
二
位
の
名
古
屋
市
（
四
、
五

六
九
）
と
の
差
は
大
き
く
、
大
阪
市
は
三
、
一

七
七
の
指
数
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
名
古
屋
市
よ

り
少
な
か
っ
た
市
税
収
入
額
は
昭
和
四
十
七
年

度
に
追
い
越
し
、
以
後
そ
の
差
は
広
が
り
つ
つ

あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
人
口
一
人
当
た
り
の
税
収
額
の
伸
び
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①
―
高
い
個
人
市
民
税
の
ウ
ェ
イ
ト

　
市
町
村
税
制
は
、
前
述
の
と
お
り
市
町
村
民

税
と
固
定
資
産
税
（
都
市
計
画
税
）
を
中
心
と

し
た
税
制
で
あ
る
が
、
横
浜
市
に
お
け
る
こ
れ

ら
の
基
幹
税
の
市
税
収
入
に
占
め
る
構
成
比
を

み
る
と
、
表
―
３
の
と
お
り
昭
和
五
十
七
年
度

で
は
九
〇
を
占
め
て
お
り
、
な
か
で
も
個
人
市

民
税
は
三
九
で
あ
り
、
こ
れ
は
指
定
都
市
中
京

都
市
と
共
に
最
も
高
い
割
合
を
示
し
て
い
る
。

　
横
浜
市
は
納
税
者
数
も
多
い
が
、
給
与
所
得

者
の
平
均
給
与
額
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
所
得
水
準
が
高
く
、
か
つ
、
個
人
市
民
税

の
納
税
者
中
給
与
所
得
者
の
占
め
る
割
合
が
九

〇
％
と
最
も
高
い
割
合
を
示
し
て
お
り
、
さ
ら

に
納
税
者
中
所
得
割
を
納
め
る
者
の
割
合
も
高

い
こ
と
な
ど
、
横
浜
市
の
税
収
は
給
与
所
得
者

表―２　人口１人当たりの税収の

　　　　伸び（30年度:100）

三

税
収
構
造
の
特
色



表―3　市税税目別構成比の推移

を
中
心
と
す
る
個
人
市
民
税
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
。

　
ま
た
、
個
人
市
民
税
の
昭
和
三

十
年
度
か
ら
五
十
七
年
度
ま
で
の

平
均
伸
率
に
つ
い
て
も
表
―
１
の

と
お
り
一
九
・
三
％
と
高
い
伸
率

で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
横
浜
市
の
給
与
所
得
者

の
所
得
水
準
は
、
神
奈
川
県
下
三

七
市
町
村
の
う
ち
全
国
的
に
も
高

い
水
準
に
あ
る
湘
南
都
市
の
鎌
倉

市
、
葉
山
町
、
逗
子
市
、
藤
沢

表―4　昭和57年度市民税課税状況

市
、
茅
ヶ
崎
市
に
次
い
で
六
番
目
に
位
置
し
て

い
る
（
神
奈
川
県
編
「
市
町
村
税
財
政
概
要

（
第
三
〇
集
）
」
〈
昭
和
五
十
八
年
三
月
〉
）
。

②
―
低
い
法
人
市
民
税
の
ウ
ェ
イ
ト

　
一
方
、
法
人
市
民
税
の
割
合
は
、
指
定
都
市

で
最
も
低
く
、
わ
ず
か
一
一
％
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
は
全
国
市
町
村
の
合
計
の
一
五
％
よ
り
も

四
ポ
イ
ン
ト
も
低
い
こ
と
に
な
る
。

　
特
に
、
図
表
に
示
す
と
お
り
横
浜
市
の
法
人

市
民
税
は
、
昭
和
三
十
年
度
か
ら
五
十
七
年
度

に
か
け
て
わ
ず
か
二
ポ
イ
ン
ト
の
増
加
に
す
ぎ

な
い
が
、
名
古
屋
市
は
一
〇
ポ
イ
ン
ト
、
関
西

経
済
圏
の
中
核
で
あ
る
大
阪
市
は
一
六
ポ
イ
ン
ト

も
増
加
し
て
い
る
実
態
で
あ
る

浸

　
ま
た
、
図
表
の
と
お
り
個
人
市
民
税
が
昭
和

三
十
年
度
か
ら
五
十
七
年
度
ま
で
五
市
に
よ
る

五
角
形
の
図
形
が
相
似
形
で
推
移
し
て
き
た
の

に
対
し
て
、
法
人
市
民
税
は
名
古
屋
、
大
阪
の

二
市
が
大
き
く
左
右
に
延
び
て
お
り
、
横
浜
市

の
法
人
税
収
が
い
か
に
少
な
い
か
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
住
所
地
課
税
で
あ
る
個
人
市
民

税
の
ウ
ェ
イ
ト
が
高
く
、
法
人
市
民
税
が
低
い

こ
と
は
、
昭
和
五
十
五
年
度
国
勢
調
査
に
お
け

る
昼
夜
間
人
口
の
比
率
、
さ
ら
に
事
業
所
統
計

に
お
け
る
支
店
経
済
の
実
態
等
を
み
て
も
い
え

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
都
市
構
造
が
税
収
に
も

端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
個
人
市
民
税
は
給
与
支
払
者
が
給
与

の
支
払
い
の
際
、
特
別
徴
収
し
て
従
業
員
の
住

所
地
ご
と
に
納
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

が
、
特
別
徴
収
し
て
い
る
給
与
支
払
者
に
つ
い

図　個人市民税、法人市民税の

　　構成比の推移
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市
町
村
税
制
は
、
都
市
に
お
け
る
企
業
活
動

や
消
費
、
物
の
流
通
な
ど
に
着
目
し
て
課
す
る

ほ
ど
、
い
わ
ゆ
る
都
市
的
税
目
は
少
な
い
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
少
な
い
な
か
で
も
前
述
し
た

法
人
市
民
税
や
企
業
活
動
に
着
目
し
て
課
す
る

事
業
所
税
、
さ
ら
に
は
消
費
に
係
る
た
ば
こ
消

費
税
、
電
気
税
、
ガ
ス
税
な
ど
の
都
市
的
税
目

の
税
収
の
割
合
は
、
大
阪
市
の
三
九
％
に
対
し

て
、
横
浜
市
は
そ
の
半
分
に
近
く
、
わ
ず
か
二

〇
％
に
す
ぎ
な
い
。
指
定
都
市
の
な
か
で
も
最

も
低
い
。

　
な
お
、
全
国
市
町
村
の
平
均
は
二
二
％
で
あ

る
（
昭
和
五
十
六
年
度
）
。

市
内
か
ら
徴
収
さ
れ
る
国
税

県
税
か
ら
み
る
構
造

①
―
形
式
的
側
面

　
税
収
面
か
ら
都
市
構
造
を
み
る
場
合
、
市
税

だ
け
か
ら
の
分
析
で
は
不
十
分
で
あ
る
の
で
、

市
内
か
ら
徴
収
さ
れ
る
国
税
、
県
税
の
収
入
状

況
か
ら
み
た
い
と
思
う
。

　
税
務
統
計
あ
る
い
は
国
・
県
の
税
務
機
構
上
、

国
税
に
つ
い
て
は
市
内
の
五
税
務
署
に
収
納
さ

れ
る
税
額
を
基
準
と
す
る
も
の
と
、
関
税
、
と

ん
税
（
特
別
と
ん
税
）
、
専
売
納
付
金
を
含
め
て

み
る
も
の
と
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
と

す
る
。
ま
た
県
税
に
つ
い
て
は
市
内
の
五
県
税

事
務
所
に
収
納
さ
れ
た
税
額
を
基
準
と
す
る
。

　
ま
ず
、
五
つ
の
税
務
署
及
び
五
つ
の
県
税
事
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務
所
で
収
納
さ
れ
た
税
額
を
基
礎
と
し
、
税
務

機
構
上
横
浜
市
内
で
一
括
に
処
理
さ
れ
る
特
定

の
税
目
に
つ
い
て
は
人
口
按
分
等
に
よ
り
推
計

す
る
と
、
国
、
県
、
市
の
割
合
は
、
昭
和
三
十

年
度
で
は
、
国
税
七
六
・
四
％
、
県
税
九
・
八

％
、
市
税
一
三
・
八
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭

和
五
十
七
年
度
で
は
、
横
浜
市
内
で
収
納
さ
れ

た
総
額
一
兆
三
、
八
四
六
億
円
の
う
ち
、
国
税

七
、
七
四
七
億
円
、
県
税
二
、
六
九
五
億
円
、

市
税
三
、
四
〇
四
億
円
で
、
そ
の
割
合
は
国
税

五
六
％
、
県
税
一
九
・
五
％
、
市
税
二
四
・
五

％
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
間
の
市
域
内
の
年
度
平
均
伸
率
は
国
税

一
三
・
二
％
、
県
税
一
七
・
五
％
、
市
税
一
七

％
で
あ
り
、
国
税
収
入
が
低
い
伸
び
を
示
し
て

い
る
が
、
国
の
租
税
及
び
印
紙
収
入
全
体
に
つ

い
て
も
、
年
度
平
均
一
四
・
五
％
の
伸
び
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
、
国
税
の
伸
び
が
地
方
税
よ
り

低
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
横
浜
市
域
内
の
国
税

の
伸
び
が
国
税
全
体
の
伸
び
よ
り
低
い
こ
と

は
、
企
業
の
地
方
分
散
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
、

前
述
し
た
と
お
り
、
管
理
中
枢
機
能
を
有
す
る

企
業
の
少
な
い
横
浜
市
内
に
お
い
て
は
、
事
務

の
電
算
化
に
よ
る
本
社
の
集
中
管
理
な
ど
に
よ

っ
て
、
所
得
税
、
法
人
税
な
ど
の
主
要
税
目
が

横
浜
市
内
の
税
務
署
に
収
納
さ
れ
る
こ
と
が
少

な
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
市
域
内
で
県
税
が
最
も
高
い
伸
率
を

示
し
た
こ
と
は
、
道
府
県
税
制
そ
の
も
の
が
景

気
に
敏
感
に
反
映
さ
れ
る
税
制
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
成
長
を
背
景
と
し
、
市

域
内
に
あ
る
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
料
理

飲
食
等
消
費
税
、
自
動
車
税
な
ど
の
都
市
税
源

を
県
税
が
吸
収
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
法
人
税
に
つ
い
て
三
月
期
決
算
法
人
が

当
該
年
度
の
歳
入
と
な
る
の
に
対
し
、
法
人
市

民
税
な
ど
の
地
方
税
は
翌
年
度
の
歳
入
と
な
る

な
ど
、
国
と
地
方
で
は
歳
入
所
属
年
度
の
相
異

が
あ
る
た
め
、
年
度
の
負
担
と
し
て
単
純
に
比

較
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
以
上
は
五
つ
の
税
務
署
で
収
納
さ
れ
た
額
を

基
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
関
税
、
と

ん
税
（
特
別
と
ん
税
）
、
専
売
納
付
金
を
含
め

た
額
で
み
る
と
、
国
税
六
一
・
六
％
、
県
税
一

七
・
二
％
、
市
税
二
一
・
二
％
と
な
り
、
国
際

港
横
浜
の
税
関
で
収
納
さ
れ
る
関
税
が
含
ま
れ

る
た
め
、
そ
れ
だ
け
国
税
の
割
合
が
高
く
な

る
。

②
―
実
質
的
側
面

　
形
式
的
側
面
は
、
横
浜
市
域
内
の
税
務
機
関

で
収
納
さ
れ
た
額
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体

の
組
織
上
の
問
題
も
あ
る
た
め
、
横
浜
市
民

（
法
人
）
が
現
実
に
負
担
し
て
い
る
国
税
、
県

税
、
市
税
の
税
金
の
帰
属
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
る
。

て
み
る
と
、
市
内
に
所
在
す
る
給
与
支
払
者
が

昭
和
五
十
七
年
度
で
は
二
八
、
六
〇
一
件
に
対

し
、
市
外
の
給
与
支
払
者
は
五
七
、
〇
一
八
件

と
市
内
の
二
倍
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
み
て
も
、
横
浜
市
内
に
お
い
て
は
、
管
理
機

能
を
有
す
る
給
与
支
払
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
）

が
い
か
に
少
な
い
か
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
、
法
人
市
民
税
の
昭
和
五
十
七
年
度

課
税
資
料
か
ら
、
市
内
の
法
人
の
実
態
を
み
る

　
資
本
金
一
〇
億
円
以
上
の
法
人
＝
八
五
〇

　
社
、
資
本
金
五
億
円
以
上
一
○
億
円
未
満
の

　
法
人
＝
三
一
七
社
、
資
本
金
五
億
円
未
満
の

　
法
人
＝
五
五
、
二
七
八
社
（
内
資
本
金
一
千

　
万
円
以
下
の
法
人
四
七
、
五
七
三
社
）
、
合

　
計
＝
五
六
、
四
四
五
社

と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
市
町
村
を
ま
た
が

っ
て
所
在
す
る
法
人
、
い
わ
ゆ
る
税
法
上
の
分

割
法
人
数
は
八
、
四
五
一
社
で
横
浜
市
内
に
本

店
が
所
在
す
る
数
は
、
一
、
九
九
四
社
で
差
引

六
、
四
五
七
社
は
他
方
市
町
村
に
本
店
を
有
す

る
法
人
で
あ
る
。

　
特
に
、
分
割
法
人
は
そ
の
活
動
状
況
か
ら
み

て
、
大
き
な
法
人
が
多
く
、
そ
の
法
人
が
市
内

に
本
店
を
有
し
て
い
な
い
た
め
、
横
浜
市
の
よ

う
な
支
店
経
済
都
市
に
は
従
業
員
に
よ
っ
て
あ

ん
分
納
付
さ
れ
る
法
人
市
民
税
の
税
収
は
少
な

い
も
の
で
あ
る
。

③
―
少
な
い
都
市
的
税
目
の
収
入

五



　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
税
金
に
つ
い
て
一
定
の

修
正
を
行
い
、
市
民
（
法
人
）
は
国
税
、
県
税
、

市
税
を
ど
ん
な
割
合
で
納
め
て
い
る
か
に
つ
い

て
試
算
を
行
っ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
統
計
上
問
題
と
な
る
の
は
、
国
税
の

所
得
税
と
法
人
税
で
あ
る
。

　
所
得
税
は
、
給
与
等
の
支
払
地
で
源
泉
さ
れ

る
た
め
、
法
人
税
と
同
様
に
そ
の
多
く
は
本
社

機
能
を
有
す
る
東
京
都
内
で
収
納
さ
れ
て
お

り
、
横
浜
市
内
の
税
務
署
の
統
計
に
は
表
わ
れ

て
来
な
い
も
の
が
多
い
。
こ
の
た
め
、
所
得

表―5　横浜市域内で収納された国税，県税，市税の推移

税
、
法
人
税
に
つ
い
て
市
民
税
所
得
割
、
法
人

税
割
を
基
礎
と
し
て
、
市
民
（
法
人
）
が
現
実

に
ど
の
程
度
所
得
税
、
法
人
税
を
納
て
い
る
か

を
試
算
す
る
と
、
表
―
５
の
と
お
り
修
正
す
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
所
得
税
の
累
進
税
等
を
考

慮
す
れ
ば
、
こ
れ
は
下
限
の
数
字
で
あ
る
と
思

　
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
に
見
合
っ
た

法
人
税
額
の
納
付
と
い
う
観
点
か
ら
、
法
人
市

民
税
法
人
税
割
の
税
率
で
割
り
返
し
、
そ
の
課

税
標
準
額
が
法
人
税
額
と
な
る
の
で
、
こ
れ
に

よ
っ
て
市
域
内
の
法
人
税
額
を
求
め
た
も
の
で

あ
る
。

　
以
上
の
試
算
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
横

浜
市
内
で
発
生
し
た
所
得
に
係
る
所
得
税
及
び

法
人
税
は
横
浜
市
内
で
収
納
さ
れ
ず
、
そ
の
多

く
は
管
理
中
枢
機
能
を
有
す
る
東
京
都
内
の
税

務
署
で
収
納
さ
れ
て
い
る
。
県
税
は
、
神
奈
川

県
の
中
心
都
市
で
あ
る
横
浜
市
内
の
県
税
事
務

所
で
多
く
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
た
め
、
統
計
上

多
く
収
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

今
後
の
施
策
を
め
ぐ
っ
て

あ
る
。

　
そ
の
他
の
国
税
に
つ
い
て
は
、
税
務
署
の
収

納
額
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
。

　
ま
た
、
法
人
県
民
税
及
び
法
人
事
業
税
に
つ

い
て
市
域
内
の
五
県
税
事
務
所
の
合
計
額
が
市

域
内
に
お
け
る
負
祖
額
で
あ
る
か
ど
う
か
前
述

の
法
人
税
の
例
か
ら
も
若
干
疑
問
が
残
る
。

　
県
内
の
事
業
所
を
例
に
と
る
と
、
法
人
県
民

税
、
事
業
税
は
県
内
の
主
た
る
事
業
所
で
収
納

さ
れ
県
内
の
法
人
は
横
浜
市
内
に
主
た
る
事
務

所
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
市
域
内

の
五
県
税
事
務
所
の
合
計
額
は
実
態
に
沿
わ
な

い
た
め
、
法
人
県
民
税
は
法
人
税
で
行
っ
た
割

り
返
え
し
の
方
法
で
調
整
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
法
人
事
業
税
は
所
得
を
基
礎
と
し
て

課
す
る
た
め
、
所
得
の
把
握
を
要
し
な
い
法
人

市
民
税
の
デ
ー
タ
が
使
用
で
き
な
い
の
で
、
法

人
県
民
税
と
同
率
の
割
合
を
使
用
し
た
も
の
で

　
こ
れ
ま
で
税
収
面
か
ら
横
浜
市
の
都
市
構
造

を
み
て
き
た
が
、
横
浜
市
は
端
的
に
言
っ
て
東

京
の
巨
大
な
べ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

　
昭
和
五
十
五
年
の
国
勢
調
査
結
果
を
み
て

も
、
横
浜
市
と
川
崎
市
は
昼
間
人
口
よ
り
夜
間

人
口
の
方
が
多
く
、
そ
の
比
率
は
川
崎
市
九
四

・
一
％
、
横
浜
市
九
〇
・
六
％
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
東
京
特
別
区
内
は
一
二
七
・
三
％
で

あ
り
、
大
阪
市
は
一
三
八
・
〇
％
と
指
定
都
市
中

最
も
高
い
比
率
と
な
っ
て
お
り
、
人
口
の
ド
ー

ナ
ツ
化
現
象
が
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
横
浜
市
は
個
人
市
民
税
を
中
心

と
す
る
構
造
で
あ
り
、
東
京
に
隣
接
し
、
発
達

し
た
交
通
機
関
等
を
有
す
る
立
地
条
件
を
背
景

と
し
て
、
所
得
水
準
の
高
い
市
民
の
流
入
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
て
、
税
収
は
他
の
指
定
都
市
と

比
較
し
て
も
、
安
定
的
に
推
移
す
る
都
市
構
造

に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
「
よ
こ
は
ま
2
1
世
紀
プ
ラ
ン
」
や
「
み
な
と

み
ら
い
2
1
」
計
画
な
ど
、
将
来
に
わ
た
る
横
浜

の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
。
税
収
面
を
考
慮
し

た
街
づ
く
り
と
し
て
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
、
み
な
と
経
済
振
興

懇
談
会
研
究
第
四
グ
ル
ー
プ
が
発
表
し
た
「
ヨ

コ
ハ
マ
の
主
体
的
経
済
発
展
を
め
ざ
し
て
」
(
昭

和
五
十
八
年
四
月
）
に
お
い
て
は
、
「
三
〇
〇

万
人
の
大
都
市
横
浜
が
強
固
な
地
域
経
済
構
造

を
確
立
し
、
首
都
圏
の
中
核
都
市
と
し
て
独
自

な
地
位
を
築
き
上
げ
る
に
は
政
治
・
経
済
・
文

化
な
ど
が
複
合
し
た
中
枢
管
理
機
能
の
強
化
が

も
っ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
中
枢
管
理
機
能

は
、
産
業
通
関
効
果
が
大
き
く
、
市
民
に
多
様

な
就
業
機
会
を
多
く
創
出
す
る
と
と
も
に
、
都

市
の
個
性
や
魅
力
を
つ
く
る
上
で
も
欠
か
せ
な

い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
税
収
面
か

ら
み
て
も
前
述
し
て
き
た
と
お
り
同
様
の
こ
と

が
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
高
収
益
を
産
む
先
端
技
術
産
業
に
係

る
企
業
の
誘
致
は
法
人
市
民
税
な
ど
の
都
市
的

税
目
の
税
収
増
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
り
、
期

待
が
で
き
る
が
、
工
業
再
配
置
促
進
法
に
定
め

る
「
移
転
促
進
地
域
」
、
「
誘
導
地
域
」
と
の

か
ね
合
い
及
び
企
業
の
地
方
へ
の
分
散
化
傾
向

と
い
う
時
代
の
潮
流
か
ら
み
て
、
先
端
技
術
産

業
の
誘
致
な
ど
に
つ
い
て
は
、
相
当
の
都
市
基

盤
整
備
を
要
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ま
た
、
先
端
技
術
を
中
心
と
す
る
研
究
開
発
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や
技
術
開
発
に
係
る
研
究
所
の
誘
致
な
ど
に
つ

い
て
は
、
職
住
近
接
あ
る
い
は
自
己
完
結
型
の

街
づ
く
り
と
い
う
観
点
か
ら
は
意
義
あ
る
も
の

と
な
ろ
う
が
、
収
益
に
着
目
し
て
課
す
る
税
収

面
か
ら
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
事
業
所
に
お
い
て

は
具
体
的
な
収
益
が
生
じ
な
い
こ
と
を
考
え
る

と
、
大
き
な
税
収
を
期
待
す
る
こ
と
は
む
ず
か

し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
具

体
的
な
姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
「
み
な
と
み

ら
い
2
1
」
計
画
は
就
業
人
口
一
九
万
人
、
居
住

人
口
一
万
人
と
い
う
構
想
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で

の
横
浜
と
は
異
な
っ
た
新
し
い
街
づ
く
り
で
あ

る
こ
と
、
さ
ら
に
既
に
鶴
見
区
大
黒
町
、
本
牧

地
先
、
根
岸
湾
、
金
沢
地
先
等
の
埋
立
地
に
お

け
る
税
収
の
実
績
か
ら
み
て
も
、
新
た
な
区
域

の
拡
大
と
い
う
意
味
か
ら
も
か
な
り
税
収
増
を

期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
。
ま
た
、
新
本

牧
の
開
発
に
つ
い
て
も
、
居
住
人
口
の
増
を
も

た
ら
す
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
か
ら
も
期
待
し

て
見
守
っ
て
い
き
た
い
。

お
わ
り
に

制
度
を
前
提
と
す
る
限
り
、
人
口
と
企
業
の
集

積
は
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
が
、
首
都
東
京
に

近
く
、
緑
と
起
伏
の
あ
る
立
地
条
件
を
最
大
限

に
活
用
し
て
、
特
に
住
環
境
の
整
備
に
重
点
を

置
い
た
街
づ
く
り
を
行
う
こ
と
が
先
決
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
街
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
は
、
市
民

生
活
に
直
結
す
る
行
政
を
行
っ
て
い
る
市
町
村

の
立
場
か
ら
、
市
民
の
日
常
生
活
に
不
可
欠
な

所
得
に
係
る
所
得
税
の
市
町
村
へ
の
移
譲
に
よ

っ
て
財
源
の
拡
充
を
図
る
よ
う
制
度
の
改
革
を

国
に
働
き
か
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

今
後
の
税
収
確
保
対
策
と
し
て
は
、
現
行
税

る
。

　
〔
参
考
資
料
〕

各
指
定
都
市
の
「
税
務
統
計
書
」

各
指
定
都
市
の
「
課
税
状
況
調
」

自
治
省
税
務
局
編
「
地
方
税
に
関
す
る
参
考
計

数
資
料
（
昭
和
五
十
八
年
度
）
」

東
京
国
税
局
編
「
東
京
国
税
局
統
計
書
」

国
税
庁
編
「
国
税
庁
統
計
年
報
書
」

〈
自
治
省
税
務
局
市
町
村
税
課
課
長
補
佐
・
前

企
画
財
政
局
副
主
幹
〉
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